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　令和４年度曽於市の一般会計の予算は，次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ ２５，９８９，７７６千円と定める。　

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表　歳入歳出予算」による。

　（債務負担行為）

第２条　地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項，期間及び限度額は，「第２表　債務

　負担行為」による。

　（地方債）

第３条　地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償

　還の方法は，「第３表　地方債」による。

　（一時借入金）

第４条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は，２,０００,０００千円と定める。

　（歳出予算の流用）

第５条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は，次の

　とおりと定める。

  (1) 各項に計上した給料，職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項

　の間の流用。

令和４年２月２５日　提出

曽於市長　  五 位 塚　  剛

令和４年度曽於市一般会計予算
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第 １ 表  歳  入  歳  出　予  算

歳　入 （単位：千円）

款 項 金                   額

1 市税 3,193,131

1 市民税 1,044,933

2 固定資産税 1,785,800

3 軽自動車税 178,524

4 市たばこ税 183,874

2 地方譲与税 298,841

1 地方揮発油譲与税 58,000

2 自動車重量譲与税 175,200

4 森林環境譲与税 65,641

3 利子割交付金 1,626

1 利子割交付金 1,626

4 配当割交付金 4,902

1 配当割交付金 4,902

5 株式等譲渡所得割交付金 5,000

1 株式等譲渡所得割交付金 5,000

6 法人事業税交付金 46,100

1 法人事業税交付金 46,100

7 地方消費税交付金 761,900

1 地方消費税交付金 761,900

8 環境性能割交付金 11,200

1 環境性能割交付金 11,200

9 国有提供施設等所在市町村助成交付金 2,800

1 国有提供施設等所在市町村助成交付金 2,800

10 地方特例交付金 21,400

1 減収補てん特例交付金 21,400

11 地方交付税 8,060,451
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（単位：千円）

款 項 金                   額

1 地方交付税 8,060,451

12 交通安全対策特別交付金 5,100

1 交通安全対策特別交付金 5,100

13 分担金及び負担金 127,586

1 分担金 10,585

2 負担金 117,001

14 使用料及び手数料 277,160

1 使用料 235,751

2 手数料 41,409

15 国庫支出金 2,958,717

1 国庫負担金 2,420,463

2 国庫補助金 530,244

3 委託金 8,010

16 県支出金 2,167,824

1 県負担金 1,103,332

2 県補助金 959,223

3 委託金 105,269

17 財産収入 258,742

1 財産運用収入 13,437

2 財産売払収入 245,305

18 寄附金 1,810,003

1 寄附金 1,810,003

19 繰入金 3,263,216

1 基金繰入金 3,263,214

2 他会計繰入金 2

20 繰越金 50,000
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（単位：千円）

款 項 金                   額

1 繰越金 50,000

21 諸収入 140,077

1 延滞金加算金及び過料 2,868

2 預金利子 173

3 受託事業収入 21,352

4 雑入 115,684

22 市債 2,524,000

1 市債 2,524,000

歳               入               合               計 25,989,776
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歳　出 （単位：千円）

款 項 金                   額

1 議会費 191,323

1 議会費 191,323

2 総務費 3,086,630

1 総務管理費 2,607,739

2 徴税費 249,853

3 戸籍住民基本台帳費 147,016

4 選挙費 57,278

5 統計調査費 3,142

6 監査委員費 21,602

3 民生費 7,923,994

1 社会福祉費 4,718,723

2 児童福祉費 2,558,720

3 生活保護費 645,544

4 災害救助費 1,007

4 衛生費 1,432,158

1 保健衛生費 873,920

2 清掃費 558,238

6 農林水産業費 2,830,762

1 農業費 2,577,745

2 林業費 253,017

7 商工費 3,272,718

1 商工費 3,272,718

8 土木費 1,837,788

1 土木管理費 136,634

2 道路橋梁費 1,058,085

3 河川費 36,800
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（単位：千円）

款 項 金                   額

4 都市計画費 110,042

5 下水道費 128,335

6 住宅費 367,892

9 消防費 805,106

1 消防費 805,106

10 教育費 1,723,717

1 教育総務費 593,272

2 小学校費 410,398

3 中学校費 159,941

5 社会教育費 398,034

6 保健体育費 162,072

11 災害復旧費 36,614

1 農林水産施設災害復旧費 27,328

2 公共土木施設災害復旧費 9,286

12 公債費 2,818,966

1 公債費 2,818,966

13 予備費 30,000

1 予備費 30,000

歳               出               合               計 25,989,776
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第２表　債務負担行為

事　　　　　　項

広報紙「市報そお」印刷製本費

土地改良施設維持管理適正化事業（二瀬元用水路地区） 令和5年度から 令和8年度まで

（単位：千円）

期　　　　　間 限　　　　度　　　　額　

令和5年度 8,269

1,658
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第３表　地方債

（単位：千円）

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

庁舎改築事業 86,600 
証書借入

又は
証券発行

　5.0％以内（ただし，利率見直し
方式で借入れる政府資金及び地方
公共団体金融機構資金等につい
て，利率の見直しを行った後にお
いては，当該見直し後の利率）

　政府資金については，その融資条件によ
り，銀行その他の場合には，その債権者と
協定するものによる。ただし，市財政の都
合により据置期間及び償還期限を短縮し，
又は繰上償還もしくは低利に借換えするこ
とができる。

宅地分譲整備事業 15,400 〃 〃 〃

庁舎駐車場整備事業 18,500 〃 〃 〃

定住促進対策事業 6,800 〃 〃 〃

庁舎増改築事業 609,900 〃 〃 〃

過疎地域持続的発展特別事業基金積立事業 100,000 〃 〃 〃

高齢者福祉事業 24,300 〃 〃 〃

少子化対策事業 26,800 〃 〃 〃

医療センター負担金 8,100 〃 〃 〃

県営畑地帯総合整備事業負担金 116,000 〃 〃 〃

農道改良舗装事業 18,800 〃 〃 〃

農業後継者等育成対策事業 5,300 〃 〃 〃

県営農地整備事業（畑地帯担い手支援型）負担金 10,000 〃 〃 〃
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（単位：千円）

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

県営農山漁村地域整備交付金農地整備事業負担金 10,000 
証書借入

又は
証券発行

　5.0％以内（ただし，利率見直し
方式で借入れる政府資金及び地方
公共団体金融機構資金等につい
て，利率の見直しを行った後にお
いては，当該見直し後の利率）

　政府資金については，その融資条件によ
り，銀行その他の場合には，その債権者と
協定するものによる。ただし，市財政の都
合により据置期間及び償還期限を短縮し，
又は繰上償還もしくは低利に借換えするこ
とができる。

ゆず加工施設整備事業 370,200 〃 〃 〃

県営農業水路等長寿命化・防災減災事業負担金 6,300 〃 〃 〃

治山事業 38,200 〃 〃 〃

道路改良整備事業 549,200 〃 〃 〃

排水路整備事業 80,400 〃 〃 〃

地域振興住宅建設事業 41,900 〃 〃 〃

住環境整備事業 14,300 〃 〃 〃

急傾斜地崩壊防止対策事業 17,800 〃 〃 〃

県単急傾斜地崩壊防止対策事業 4,000 〃 〃 〃

消防防災施設整備事業 30,700 〃 〃 〃

消防車両導入事業 43,100 〃 〃 〃

消防詰所建設事業 47,900 〃 〃 〃
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（単位：千円）

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

臨時財政対策債 163,000 
証書借入

又は
証券発行

　5.0％以内（ただし，利率見直し
方式で借入れる政府資金及び地方
公共団体金融機構資金等につい
て，利率の見直しを行った後にお
いては，当該見直し後の利率）

　政府資金については，その融資条件によ
り，銀行その他の場合には，その債権者と
協定するものによる。ただし，市財政の都
合により据置期間及び償還期限を短縮し，
又は繰上償還もしくは低利に借換えするこ
とができる。

研修センター施設整備事業 10,300 〃 〃 〃

学校給食センター施設整備事業 42,400 〃 〃 〃

過年発生農業用施設災害復旧費 7,800 〃 〃 〃
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国 民 健 康 保 険 特 別 会 計
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令和４年度曽於市国民健康保険特別会計予算

令和４年度曽於市の国民健康保険特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ５，６２１，２１９千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は，５００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合

は，次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和４年２月２５日 提出

曽於市長 五 位 塚 剛
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第 １ 表  歳  入  歳  出　予  算

歳　入 （単位：千円）

款 項 金                   額

1 国民健康保険税 707,405

1 国民健康保険税 707,405

2 使用料及び手数料 110

1 手数料 110

4 県支出金 4,203,405

1 県補助金 4,203,405

5 財産収入 1

1 財産運用収入 1

6 繰入金 688,281

1 一般会計繰入金 688,281

7 繰越金 20,000

1 繰越金 20,000

8 諸収入 2,017

1 延滞金・加算金及び過料 12

2 預金利子 1

3 雑入 2,004

歳               入               合               計 5,621,219
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歳　出 （単位：千円）

款 項 金                   額

1 総務費 74,990

1 総務管理費 73,041

2 徴収費 1,633

3 運営協議会費 316

2 保険給付費 4,135,386

1 療養諸費 3,491,712

2 高額療養費 625,075

3 移送費 300

4 出産育児諸費 12,607

5 葬祭諸費 1,800

6 傷病手当諸費 3,892

3 国民健康保険事業費納付金 1,325,327

1 医療費給付費分 982,130

2 後期高齢者支援金等分 257,985

3 介護納付金分 85,212

4 共同事業拠出金 3

1 共同事業拠出金 3

6 保健事業費 64,660

1 保健事業費 33,344

2 特定健康診査等事業費 31,316

8 公債費 370

1 公債費 370

9 諸支出金 5,262

1 償還金及び還付加算金 5,262

10 予備費 15,221

1 予備費 15,221
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（単位：千円）

款 項 金                   額

歳               出               合               計 5,621,219
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後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計
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令和４年度曽於市後期高齢者医療特別会計予算

令和４年度曽於市の後期高齢者医療特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ６５０，９５９千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。

令和４年２月２５日 提出

曽於市長 五 位 塚 剛
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第 １ 表  歳  入  歳  出　予  算

歳　入 （単位：千円）

款 項 金                   額

1 後期高齢者医療保険料 373,699

1 後期高齢者医療保険料 373,699

2 使用料及び手数料 11

1 手数料 11

4 繰入金 275,647

1 一般会計繰入金 275,647

5 繰越金 500

1 繰越金 500

6 諸収入 1,102

1 延滞金及び加算金 50

2 償還金及び還付加算金 1,050

3 預金利子 1

4 雑入 1

歳               入               合               計 650,959
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歳　出 （単位：千円）

款 項 金                   額

1 総務費 22,778

1 総務管理費 22,181

2 徴収費 597

2 後期高齢者医療広域連合納付金 627,130

1 後期高齢者医療広域連合納付金 627,130

3 諸支出金 1,051

1 償還金及び還付加算金 1,050

2 繰出金 1

歳               出               合               計 650,959
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介 護 保 険 特 別 会 計
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令和４年度曽於市介護保険特別会計予算

令和４年度曽於市の介護保険特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ５，９５９，６０９千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は，５００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合

は，次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和４年２月２５日 提出

曽於市長 五位塚 剛
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第 １ 表  歳  入  歳  出　予  算

歳　入 （単位：千円）

款 項 金                   額

1 保険料 868,623

1 介護保険料 868,623

2 使用料及び手数料 20

1 手数料 20

3 国庫支出金 1,638,149

1 国庫負担金 1,007,801

2 国庫補助金 630,348

4 支払基金交付金 1,538,204

1 支払基金交付金 1,538,204

5 県支出金 837,705

1 県負担金 797,160

2 県補助金 40,545

6 繰入金 1,029,842

1 一般会計繰入金 989,842

2 基金繰入金 40,000

7 繰越金 45,000

1 繰越金 45,000

8 諸収入 6

1 延滞金加算金及び過料 2

3 雑入 4

9 分担金及び負担金 2,053

1 負担金 2,053

10 財産収入 7

1 財産運用収入 7

歳               入               合               計 5,959,609
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歳　出 （単位：千円）

款 項 金                   額

1 総務費 146,364

1 総務管理費 83,858

2 徴収費 70

3 介護認定審査会費 62,436

2 保険給付費 5,553,730

1 介護サービス等諸費 4,971,500

2 介護予防サービス等諸費 130,600

3 その他諸費 4,780

4 高額介護サービス等費 138,900

5 高額医療合算介護サービス等費 19,250

6 特定入所者介護サービス等費 288,700

3 地域支援事業費 249,915

2 包括的支援事業・任意事業費 102,696

3 一般介護予防事業費 21,883

4 介護予防・生活支援サービス事業費 123,791

5 その他の諸費 1,545

4 基金積立金 8

1 基金積立金 8

5 公債費 247

1 公債費 247

6 諸支出金 6,052

1 償還金及び還付加算金 6,051

2 繰出金 1

7 予備費 3,293

1 予備費 3,293

歳               出               合               計 5,959,609
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生活排水処理事業特別会計
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令和４年度曽於市生活排水処理事業特別会計予算

令和４年度曽於市の生活排水処理事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ６８，３７４千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は，４０，０００千円と定める。

令和４年２月２５日 提出

曽於市長 五 位 塚 剛
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第 １ 表  歳  入  歳  出　予  算

歳　入 （単位：千円）

款 項 金                   額

2 使用料及び手数料 44,368

1 使用料 44,367

2 手数料 1

5 財産収入 1

1 財産運用収入 1

6 繰入金 24,002

1 他会計繰入金 24,002

7 繰越金 1

1 繰越金 1

8 諸収入 2

1 預金利子 1

3 延滞金加算金及び過料 1

歳               入               合               計 68,374
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歳　出 （単位：千円）

款 項 金                   額

1 総務費 52,735

1 総務管理費 8,285

2 施設管理費 44,450

3 公債費 15,139

1 公債費 15,139

4 予備費 500

1 予備費 500

歳               出               合               計 68,374
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水 道 事 業 会 計
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令和４年度曽於市水道事業会計予算

（総 則）

第１条 令和４年度曽於市水道事業会計の予算は，次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は，次のとおりとする。

（１） 給 水 戸 数 １５，０３９戸

（２） 年 間 総 給 水 量 ３，２７８，８２６㎥

（３） １日平均給水量 ８，９８３㎥

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。

収 入

第１款 水 道 事 業 収 益 ５７６，８２８千円

第１項 営 業 収 益 ５００，３７１千円

第２項 営 業 外 収 益 ７６，４４７千円

第３項 特 別 利 益 １０千円

支 出

第１款 水 道 事 業 費 用 ５６５，１８４千円

第１項 営 業 費 用 ５２７，５３１千円

第２項 営 業 外 費 用 ３５，０５３千円

第３項 特 別 損 失 １，０００千円

第４項 予 備 費 １，６００千円
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（資本的支出）

第４条 資本的支出の予定額は，次のとおりと定める（資本的支出額に対し不足する額４２４，７９０千円は

過年度分損益勘定留保資金３９６，４２７千円，当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

２８，３６３千円で補てんするものとする。）。

支 出

第１款 資 本 的 支 出 ４２４，７９０千円

第１項 建 設 改 良 費 ３１１，９９１千円

第２項 企業債償還金 １１２，７９９千円

（継続費）

第５条 継続費の総額及び年割額は，次のとおりと定める。

年割額
款 項 事業名 総額

令和 年度 令和 年度

－ － － 千円 千円 千円

（債務負担行為）

第６条 債務負担行為をすることができる事項，期間及び限度額は，次のとおりと定める。

事 項 期 間 限度額

－ － 千円
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（企業債）

第７条 起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，次のとおりと定める。

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

水道事業債 0円

（一時借入金）

第８条 一時借入金の限度額は ,0円 と 定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第９条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は，次のとおりと定める。

（１）営業費用と営業外費用

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第１０条 次に掲げる経費については，その経費の金額を，それ以外の経費の金額に流用し，又はそれ以外の経

費をその経費の金額に流用する場合は，議会の議決を経なければならない。

（１）職員給与費 ６９，８９１千円

（他会計からの補助金）

第１１条 営業補助のため，一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は６７，８９７千円である。

（利益剰余金の処分）

第１２条 繰越（又は当年度）利益剰余金のうち２３，６４４千円は，次のとおり処分するものと定める。

（１）第 4条 資本的支出額に対して不足する額の補てんとして２３，６４４千円と定める。
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（たな卸資産購入限度額）

第１３条 たな卸資産の購入限度額は，９０５千円と定める。

令和４年２月２５日 提出

曽於市長 五 位 塚 剛
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公 共 下 水 道 事 業 会 計
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令和 年度 曽於市公共下水道事業会計予算

(１)

(２)

(３)

(４)

４
　（総 則）

第１条 令和４年度曽於市公共下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

　（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

接 続 戸 数 １,７３８戸

年 間 総 排 水 量 ３７９,００９㎥

一 日 平 均 排 水 量 １,０３８㎥

主 な 建 設 改 良 事 業 汚泥脱水施設外構工事　　５，１９６千円

　（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第１款 下 水 道 事 業 収 益 ２３３,０４８千円

第１項 営 業 収 益 ４５,０１５千円

第２項 営 業 外 収 益 １８８,０３１千円

第３項 特 別 利 益 ２千円

支 出

第１款 下 水 道 事 業 費 用 １９８,５１６千円

第１項 営 業 費 用 １７６,３２８千円

第２項 営 業 外 費 用 ２１,６８６千円

第３項 特 別 損 失 ５０１千円

第４項 予 備 費 １千円

　（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１００，５９６千円は

過年度分損益勘定留保資金９９，６６９千円、及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額９２７千円で補填するものとする。）

収 入

第１款 資 本 的 収 入 ２０,８００千円

第１項 企 業 債 １６,０００千円

第２項 負 担 金 等 ４,８００千円
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　（継続費）

継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

　（債務負担行為）

債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

　（企業債）

　（一時借入金）

支 出

第１款 資 本 的 支 出 １２１,３９６千円

第１項 建 設 改 良 費 １０,１９６千円

第２項 企 業 債 償 還 金 １１１,２００千円

第５条

年割額

令和　年度 令和　年度

－ － － 　　千円 　　千円 　　千円

第６条

事　項 期　間 限　度　額

－ － 　　千円

第７条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

公共下水道事業 １６，０００千円 
証書借入

又は証券発行

　５．０％以内
（ただし、利率見直し方式で借り入れる
政府資金及び地方公共団体金融機関資金
について、利率の見直しを行った後にお
いては、当該見直し後の利率）

政府資金については，その融資条件により，銀行そ
の他の場合にはその債権者と協定するものによる。
ただし，市財政の都合により据置期間及び償還期限
を短縮し，又は繰上償還もしくは低利に借換えする
ことができる。

第８条 一時借入金の限度額は、１４４，３３５千円と定める。

款 項 事業名 総額
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　（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第９条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1)営業費用と営業外費用

(1)職員給与費

　（利益剰余金の処分）

第１２条 繰越（又は当年度）利益剰余金のうち３４，５３３千円は、次のとおり処分するものとする。

(1)第４条資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額の補填として，３４，５３３千円と定める。

　（たな卸資産購入限度額）

第１３条 たな卸資産の購入限度額は、０千円と定める。

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第１０条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する

 場合は、議会の議決を経なければならない。

１６,０２１千円

　（他会計からの補助金）

第１１条 公共下水道事業に助成するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、１２８，３３５千円である。

令　和　４　年　２　月　２５　日　　提　出
曽　於　市　長　　五　位　塚　　剛
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